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平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要 平成 16 年 11 月 22 日

 

上 場 会 社 名 ＶＴホールディングス株式会社         上場取引所：  大・名 

コ ー ド 番 号 7593  本社所在都道府県  愛知県 

（URL：http://www.vt-holdings.co.jp/）   

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長   氏 名   高  橋  一  穂  

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 取締役管理部長   氏 名   山  内  一  郎   ＴＥＬ（052）203－9500 

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 22 日 中 間 配 当 制 度 の 有 無  有 

中間配当支払開始日 平成 16 年 12 月６日  単元株制度採用の有無 有（1単元 100 株） 
 
１．16 年９月中間期の業績（平成 16 年４月１日～平成 16 年９月 30 日） 
(1) 経営成績 （単位：百万円未満切捨）

 売 上 高  営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円         ％ 百万円         ％ 百万円         ％

16 年９月中間期     314     80.7         17      －   3    △ 56.6 

15 年９月中間期     174  △ 97.2       △ 9      －   7    △ 94.7 

16 年３月期     372       △ 20    1  
 

 中間（当期）純利益 
1 株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円      ％ 円 銭

16 年９月中間期      0    －             0 16 

15 年９月中間期  △ 14    －          △ 2 88 

 

16 年３月期  107  17 10  

(注)1．期中平均株式数    16 年９月中間期 5,572,926 株   15 年９月中間期 5,151,381 株   16 年３月期 5,129,008 株 
    2. 会計処理の方法の変更     無    
    3．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 配当状況 
 1 株当たり 

中間配当金 
1 株当たり 
年間配当金 

  円      銭 円      銭

16 年９月中間期 10 00 － － 

15 年９月中間期  8 00 － － 

16 年３月期 － － 18 00 

（注）16 年９月中間期配当金の内訳  特別配当４円 00 銭    
 
(3)財政状態 

 総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

16 年９月中間期 14,883 4,875 32.8 776 50 

15 年９月中間期 8,839 2,068 23.4 403 16 

16 年３月期        13,219 2,139 16.2 415 07 

（注）①期末発行済株式数  16 年９月中間期 6,278,498 株   15 年９月中間期 5,131,998 株    16 年３月期 5,105,998 株 
     ②期末自己株式数    16 年９月中間期    47,675 株   15 年９月中間期   143,202 株    16 年３月期   169,202 株 
 
２．17 年３月期の業績予想（平成 16 年 4 月 1日 ～ 平成 17 年３月 31 日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  
 百万円 百万円 百万円 円    銭 円    銭 

通 期 474 59 34 ２ 00 12 00 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 5 円 42 銭 
（注）予想１株当たり当期純利益は、予想当期純利益を９月末発行済株式数で除して算出しております。 

［実績予想に関する定性的情報等］ 
    １株当たり年間配当金については平成 16 年８月 30 日に公表しました配当予想と変更ありません。 
※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績はさまざまな要因によ
りこれらの業績予想とは大きく異なる可能性があります。 



ファイル名:P39-40 個別BS.doc 更新日時:11/20/2004 2:17 AM 印刷日時:04/11/21 15:57 

― 39 ― 

２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  4,350 315,089 112,820 

 ２ 売掛金  7,959 ― 15,120 

 ３ たな卸資産  1,325 1,112 1,096 

 ４ 短期貸付金  488,990 2,164,637 2,395,320 

 ５ その他  135,695 185,145 197,257 

   流動資産合計   638,320 7.2 2,665,984 17.9  2,721,614 20.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物 ※２ 562,911 714,226 699,727 

  (2) 土地 ※２ 1,156,197 1,273,719 1,271,072 

  (3) その他  6,811 6,746 6,307 

計  1,725,919 1,994,691 1,977,107 

 ２ 無形固定資産  1,528 9,783 5,339 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 3,832,556 5,310,408 4,371,222 

  (2) 出資金  ― 1,777,527 1,752,725 

  (3) 長期貸付金  2,142,226 2,945,724 2,232,299 

  (4) その他  498,750 179,175 159,054 

計  6,473,533 10,212,835 8,515,302 

   固定資産合計   8,200,982 92.8 12,217,311 82.1  10,497,749 79.4

   資産合計   8,839,302 100.0 14,883,296 100.0  13,219,363 100.0
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前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 短期借入金 ※２ 5,119,500 6,085,000 7,885,000 

 ２ 未払法人税等  475 4,878 12,560 

 ３ 賞与引当金  3,000 3,640 3,520 

 ４ その他  32,781 66,210 76,660 

   流動負債合計   5,155,756 58.3 6,159,728 41.4  7,977,741 60.3

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  ― 744,000 300,000 

 ２ 長期借入金 ※２ 1,525,000 2,940,000 2,640,000 

 ３ 退職給付引当金  6,416 ― 6,087 

 ４ 役員退職慰労引当金  44,864 52,335 48,489 

 ５ その他  38,272 111,983 107,690 

   固定負債合計   1,614,553 18.3 3,848,318 25.8  3,102,266 23.5

   負債合計   6,770,310 76.6 10,008,046 67.2  11,080,008 83.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   742,200 8.4 2,020,200 13.6  742,200 5.6

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  706,625 1,984,625 706,625 

 ２ 自己株式処分差益  ― 203,736 ― 

   資本剰余金合計   706,625 8.0 2,188,361 14.7  706,625 5.4

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 任意積立金  450,500 450,500 450,500 

 ２ 中間(当期) 
   未処分利益 

 259,788 270,127 340,308 

   利益剰余金合計   710,288 8.0 720,627 4.8  790,808 6.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  60,905 0.7 11,982 0.1  81,175 0.6

Ⅴ 自己株式   △151,026 △1.7 △65,922 △0.4  △181,453 △1.4

  資本合計   2,068,992 23.4 4,875,249 32.8  2,139,355 16.2

  負債資本合計   8,839,302 100.0 14,883,296 100.0  13,219,363 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 ※１  174,066 100.0 314,517 100.0  372,967 100.0

Ⅱ 営業費用 ※１   

  不動産賃貸原価  23,570 74,536 72,569 

  販売費及び一般管理費  160,166 183,737 105.6 222,836 297,373 94.5 321,056 393,625 105.5

   営業利益(△は営業 
   損失) 

  △9,670 △5.6 17,144 5.5  △20,657 △5.5

Ⅲ 営業外収益 ※１,２  38,820 22.3 74,870 23.8  76,876 20.6

Ⅳ 営業外費用 ※３  21,530 12.3 88,710 28.2  55,131 14.8

   経常利益   7,619 4.4 3,304 1.1  1,087 0.3

Ⅴ 特別利益 ※４  9,694 5.6 13,842 4.4  221,723 59.4

Ⅵ 特別損失 ※５  44,554 25.6 16,316 5.2  60,531 16.2

   税引前中間(当期) 
   純利益(△は税引 
   前中間純損失) 

  △27,240 △15.6 830 0.3  162,279 43.5

   法人税、住民税及び 
   事業税 

 475 680 27,002 

   法人税等調整額  △12,853 △12,378 △7.1 △728 △48 △0.0 27,557 54,560 14.6

   中間(当期)純利益 
   (△は中間純損失) 

  △14,861 △8.5 878 0.3  107,719 28.9

   前期繰越利益   274,649 269,248  274,649

   中間配当額   ― ―  41,055

   自己株式処分差損   ― ―  1,004

   中間(当期) 
   未処分利益 

  259,788 270,127  340,308
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

    移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

    同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

    同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法 

    (評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    同左 

  ② その他の有価証券 

    時価のあるもの 

    決算末日の市場価格等に基

づく時価法 

    (評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定) 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

    同左 

    時価のないもの 

    同左 

 (2) たな卸資産 

   貯蔵品 

   最終仕入原価法による原価法 

 (2) たな卸資産 

   貯蔵品 

    同左 

 (2) たな卸資産 

   貯蔵品 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

    ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設

備を除く)については、定額

法を採用しております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

    なお、耐用年数について

は、法人税法の規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

    ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)

による定額法 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却 

 (3) 長期前払費用 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

    同左 

３    ――――― 

 

３ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費、社債発行費は支

出時に全額費用として、処理し

ております。 

３ 繰延資産の処理方法 

   社債発行費は支出時に全額費

用として、処理しております。

 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

   なお、当中間会計期間におい

て計上額はありません。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

   なお、当事業年度において計

上額はありません。 
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前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 (2) 賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与
に充てるため、支給見込額を計
上しております。 

 (2) 賞与引当金 
    同左 

 (2) 賞与引当金 
    同左 

 (3) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた
め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
（簡便法）に基づき、当中間会
計期間末において発生している
と認められる額を計上しており
ます。 

 (3) 退職給付引当金 
   当社は、確定拠出年金法の施
行に伴い、平成16年４月に適格
退職年金制度の全部について確
定拠出年金制度へ移行し、「退
職給付制度間の移行等に関する
会計処理」（企業会計基準適用
指針第１号）を適用しておりま
す。 
   本移行に伴う損益に与える影
響額はありません。 

 (3) 退職給付引当金 
   従業員の退職給付に備えるた
め、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額
（簡便法）に基づき、当期末に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。 
   なお、会計基準変更時差異に
つきましては変更年度に一括費
用処理をしております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
   取締役及び監査役に対する退
職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく中間会計期間末要
支給額を計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
   取締役及び監査役に対する退
職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく中間会計期間末要
支給額を計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
   取締役及び監査役に対する退
職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく事業年度末要支給
額を計上しております。 

(会計処理の変更) 
 役員退職慰労金は、従来、支
出時の費用として処理しており
ましたが、当中間会計期間より
「役員退職慰労金内規」に基づ
く中間会計期間末要支給額を役
員退職慰労引当金として計上す
る方法に変更しました。 
 この変更は、当中間会計期間
に「役員退職慰労金内規」の整
備改定を行ったことにより、ま
た、近年の役員退職慰労金の引
当金計上が会計慣行として定着
しつつあることを踏まえ、将来
の支出時における一時的負担の
増大を避け、期間損益の適正化
及び財務内容の健全化を図るた
め、役員退職慰労金を役員の在
任期間に亘って合理的に費用配
分するために行ったものであり
ます。 
 この変更により、当中間会計
期間の発生額3,618千円は販売
費及び一般管理費へ、過年度分
相当額41,246千円は特別損失に
計上しております。 
 この結果、従来と同一の方法
を採用した場合と比べ、営業損
失は3,618千円増加し、経常利
益は3,618千円減少し、税引前
中間純損失は44,864千円増加し
ております。 

 (会計処理の変更) 
 役員退職慰労金は、従来支
出時の費用として処理してお
りましたが、当事業年度より
「役員退職慰労金内規」に基
づく事業年度末要支給額を役
員退職慰労引当金として計上
する方法に変更しました。 
 この変更は、当事業年度に
「役員退職慰労金内規」の整
備改定を行ったことにより、
また、近年の役員退職慰労金
の引当金計上が会計慣行とし
て定着しつつあることを踏ま
え、将来の支出時における一
時的負担の増大を避け、期間
損益の適正化及び財務内容の
健全化を図るため、役員退職
慰労金を役員の在任期間に亘
って合理的に費用配分するた
めに行ったものであります。 
 この変更により、当事業年
度の発生額7,243千円は販売費
及び一般管理費へ、過年度分
相当額41,246千円は特別損失
に計上しております。 
この結果、従来と同一の方法
を採用した場合と比べ、営業
損失は7,243千円増加し、経常
利益は7,243千円減少し、税引
前当期純利益は48,489千円減
少しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

５ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理を採用しており
ます。 

５ リース取引の処理方法 
    同左 

５ リース取引の処理方法 
    同左 

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 
  消費税等の会計処理 
  消費税及び地方消費税について
は、税抜方式によっております。 

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 
  消費税等の会計処理 
   同左 

６ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 
  消費税等の会計処理 
   同左 

 

１株当たり配当金の内訳 

 

 
平成15年９月中間期 
（中間配当） 

平成16年９月中間期 
（中間配当） 

平成16年３月期 
（年間配当） 

 円   銭 円   銭 円   銭

 普 通 株 式       8   00      10   00       18   00 

（内訳）    

記念配当       2   00          －        4   00 

特別配当           －       4   00        2   00 

 

表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

(中間貸借対照表) 
 前中間会計期間において投資その他の資産の「その
他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」（前中
間会計期間220,507千円）については、資産総額の100分
の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記して
おります。 

(中間貸借対照表) 
 前中間会計期間において投資その他の資産の「その
他」に含めて表示しておりました「出資金」（前中間会
計期間400,010千円）については、資産総額の100分の5
超となったため、当中間会計期間より区分掲記しており
ます。 

 

追加情報 

 
前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

―――――  「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成15年法律第９号）が平成
15年３月31日に公布され、平成16年
４月１日以後に開始する事業年度よ
り外形標準課税制度が導入されたこ
とに伴い、当中間会計期間から「法
人事業税における外形標準課税部分
の損益計算書上の表示についての実
務上の取扱い」（平成16年２月13日
企業会計基準委員会 実務対応報告
第12号）に従い法人事業税の付加価
値割及び資本割については、販売費
及び一般管理費に計上しておりま
す。 
 この結果、販売費及び一般管理費
が4,198千円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前中間純利益が
4,198千円減少しております。 

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

126,056千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

149,410千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

137,048千円

※２ 担保に供している資産 

建物 30,267千円

土地 449,915千円

投資有価証券 71,476千円

計 551,658千円

以 上 は 、 短 期 借 入 金

500,000千円及び長期借入金

200,000千円（１年以内返済予

定分40,000千円を含む）の担

保に供しております。 

※２ 担保に供している資産 

建物 27,755千円

土地 449,915千円

投資有価証券 73,694千円

計 551,364千円

以 上 は 、 短 期 借 入 金

2,000,000千円及び長期借入金

385,000千円（１年以内返済予

定分100,000千円を含む）の担

保に供しております。 

※２ 担保に供している資産 

建物 29,200千円

土地 449,915千円

投資有価証券 84,095千円

計 563,210千円

以 上 は 、 短 期 借 入 金

3,000,000千円及び長期借入金

180,000千円（１年以内返済予

定分40,000千円を含む）の担

保に供しております。 

 ３ 関係会社の金融機関からの借

入金に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱ホンダベルノ
東海 

2,786,105千円

㈱ホンダプリモ
東海 

937,800千円

㈱フォードライ
フ中部 

290,000千円

㈱オリックスレ
ンタカー名阪 

541,300千円

㈱アーキッシュ
ギャラリー 

300,000千円

㈱ホームダイレ
クト 

157,460千円

計 5,012,665千円
 

 ３ 関係会社の金融機関からの借

入金に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱ホンダベルノ
東海 

1,212,400千円

㈱ホンダプリモ
東海 

1,100,000千円

㈱オリックスレ
ンタカー名阪 

450,000千円

㈱ホームダイレ
クト 

203,500千円

計 2,965,900千円
 

 ３ 関係会社の金融機関からの借

入金に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱ホンダベルノ
東海 

1,685,285千円

㈱ホンダプリモ
東海 

1,016,000千円

㈱フォードライ
フ中部 

230,000千円

㈱オリックスレ
ンタカー名阪 

503,200千円

㈱ホームダイレ
クト 

225,480千円

計 3,659,965千円
 

 ４ 消費税等の表示方法 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

 ４ 消費税等の表示方法 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

 ４    ――――― 

 ５    ――――― 

 

 ５ 当中間期中の発行済株式数の

増加内訳 

2008年満期円貨
建転換社債型新
株予約権付社債
の転換 

1,050,973株

発行価格 2,556,000千円

資本組入額 1,278,000千円

 

 ５    ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１ 当社は、平成15年4月1日に新

車及び中古車の販売に関する営

業並びに指定自動車整備事業及

び自動車分解整備事業を含む自

動車整備の営業に関する事業を

新設分割の方法により設立した

株式会社ホンダベルノ東海に、

承継させるとともに、自らは持

株会社に移行いたしました。 

この結果、従来、営業外収益

に含まれていた子会社および関

連会社からの受取配当金（当中

間会計期間44,317千円）は、営

業収益に含めております。 

 これにより、売上高に関して

は、従来、自動車販売等の売上

が中心でありましたが、当中間

会計期間からは、配当収入、代

行管理収入、不動産賃貸料等の

収益だけとなる見込みでありま

すので、これにつき「営業収

益」と表示し、また、「営業費

用」の区分を設け、そこに、営

業収益に係る原価と販売費及び

一般管理費を表示することとい

たしました。 

※１    ――――― ※１ 当社は、平成15年4月1日に新

車及び中古車の販売に関する営

業並びに指定自動車整備事業及

び自動車分解整備事業を含む自

動車整備の営業に関する事業を

新設分割の方法により設立した

株式会社ホンダベルノ東海に、

承継させるとともに、自らは持

株会社に移行いたしました。 

この結果、従来、営業外収益

に含まれていた関係会社からの

受取配当金（当期56,617千円）

は、営業収益に含めておりま

す。 

これにより、売上高に関して

は、従来、自動車販売等の売上

が中心でありましたが、当事業

年度からは、配当収入、代行管

理収入、不動産賃貸料等の収益

だけとなる見込みでありますの

で、これにつき「営業収益」と

表示し、また、「営業費用」の

区分を設け、そこに、営業収益

に係る原価と販売費及び一般管

理費を表示することといたしま

した。 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 11,238千円

受取配当金 2,073千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 29,810千円

受取配当金 3,706千円
 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 27,925千円

受取配当金 4,162千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 19,807千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 33,338千円

社債発行費 33,778千円
 

※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息 38,163千円

社債発行費 6,300千円
 

※４ 特別利益の主な内訳 

投資有価証券
売却益 

9,065千円
 

※４ 特別利益の主な内訳 

投資有価証券
売却益 

13,842千円
 

※４ 特別利益の主な内訳 

投資有価証券
売却益 

143,482千円
 

※５ 特別損失の主な内訳 

役員退職慰労
引当金繰入額 

41,246千円

 

※５ 特別損失の主な内訳 

投資有価証券
売却損 

16,316千円

 

※５ 特別損失の主な内訳 

役員退職慰労
引当金繰入額 

41,246千円

 
 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,792千円

無形固定資産 281千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,361千円

無形固定資産 776千円
 

 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 21,183千円

無形固定資産 570千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 
相当額 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

その他 4,032 1,008 3,024 

 

 
取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

その他 4,032 3,024 1,008

 

 
取得価額 
相当額 

(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額

(千円)

その他 4,032 2,016 2,016

 
  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 2,016千円

一年超 1,008千円

合計 3,024千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

一年内 1,008千円

一年超 －千円

合計 1,008千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

一年内 2,016千円

一年超 －千円

合計 2,016千円
 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。 

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1,008千円

減価償却費 
相当額 

1,008千円

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1,008千円

減価償却費 
相当額 

1,008千円

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 2,016千円

減価償却費 
相当額 

2,016千円

 
④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価格を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価格を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価格を零とする定額法によって

おります。 
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(有価証券関係) 

(前中間会計期間)(平成15年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

(当中間会計期間)(平成16年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

 

(前事業年度)(平成16年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 403円16銭

 

１株当たり純資産額 776円50銭

 

１株当たり純資産額 415円07銭

 

１株当たり中間純利益 0円16銭

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

0円15銭

 

１株当たり中間純損失 2円88銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失であり、かつ、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

１株当たり当期純利益 17円10銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 
（△は中間純損失） 

△14,861 878 107,719

普通株主に帰属しない金額の 
主要な内訳(千円) 
利益処分による役員賞与金 ― ― 20,000
普通株式に係る中間(当期)純
利益(千円) 
（△は中間純損失） 

△14,861 878 87,719

普通株式の期中平均株式数
(株) 

5,151,381 5,572,926 5,129,008

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主
要な内訳（株） 
 
新株予約権 
 

― 272,717 ―

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 

 

 

 

旧商法第210条ノ２第２項

の規定に基づくストック

オプション 

80,000株

旧商法第210条ノ２第２項

の規定に基づくストック

オプション 

36,000株

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

ストックオプション 

500,000株

旧商法第210条ノ２第２項

の規定に基づくストック

オプション 
75,500株

 



ファイル名:P45-50 個別注記事項.doc 更新日時:11/22/2004 9:52 AM 印刷日時:04/11/22 9:53 

― 50 ― 

(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

―――――  平成16年８月２日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。 

１ 平成16年11月17日をもって普

通株式１株につき５株に分割し

ます。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式 25,304,692株 

(2) 分割方法 

平成16年９月30日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載された株主の所有株式数を

１株につき５株の割合をもっ

て分割します。 

２ 配当起算日 

平成16年10月１日 

 当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会

計期間及び前事業年度における

１株当たり情報並びに当期首に

行われたと仮定した場合の当中

間会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 

前中間会計
期間 

当中間会計
期間 
前事業年度

１株当たり
純資産額 
 
80円63銭
 
１株当たり
中間純損失
 
0円58銭
 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
損失につい
ては、１株
当たり中間
純損失であ
り、かつ、
希薄化効果
を有してい
る潜在株式
が存在しな
いため記載
しておりま
せん。 

１株当たり
純資産額 
 
155円30銭
 
１株当たり
中間純利益
 
0円03銭
 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益 
 
0円03銭
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１株当たり
純資産額 
 
83円01銭
 
１株当たり
当期純利益
 
3円42銭
 
潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益につい
ては希薄化
効果を有し
ている潜在
株式が存在
しないため
記載してお
りません。
 
 
 
 

 

１ 当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成16年４月に適格退職

年金制度の全部について確定拠出

年金へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」(企

業会計基準適用指針第１号)を適

用する予定であります。 

  本移行に伴う翌期の損益に与え

る影響額はありません。 

２ 新株予約権付社債の発行に関す

る事項については、「１ 連結財

務諸表等」中「(重要な後発事

象)」の２に記載しております。 

３ 新株予約権（ストックオプショ

ン）の発行に関する事項について

は、「１ 連結財務諸表等」中

「(重要な後発事象)」の３に記載

しております。 

 


